
 

 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
秋
の
展
示
会
報
告 

一
五
二

 

平
成
二
十
三
年
秋
の
特
別
展
（
十
月
一
日
（
土
）
～
十
月
二
十
日
（
木
）
）
で
は
、「
国

立
公
文
書
館
創
立
四
十
周
年
記
念
貴
重
資
料
展
Ⅱ 

公
文
書
の
世
界
」
と
題
し
て
、
当

館
が
所
蔵
す
る
多
彩
な
公
文
書
を
展
示
し
ま
し
た
。 

 

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
公
文
録
」
を
は
じ
め
、
絵
図
や
写
真
を
含
む
も

の
、
形
状
や
来
歴
に
特
徴
が
あ
る
も
の
を
中
心
に
紹
介
し
、
来
館
者
の
方
々
に
楽
し
ん

で
見
て
い
た
だ
け
る
展
示
と
な
る
よ
う
心
掛
け
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
各
省
庁
に
お
け
る

文
書
管
理
の
あ
ゆ
み
や
、
当
館
に
お
け
る
保
存
業
務
等
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
、
公
文

書
を
残
し
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
来
館
者
に
ご
理
解
い
た
だ
く
場
と
し
ま
し
た
。 

 

展
示
資
料
は
全
四
十
一
点
。
う
ち
主
な
展
示
資
料
は
左
の
通
り
で
す
。 

 

【
第
Ⅰ
部 

絵
図
・
写
真
を
含
む
公
文
書
】 

◆
函
館
五
稜
郭
の
図 

 

各
省
や
府
県
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
文
書
を
綴
っ
た
「
公
文
録
」
の
な
か
に
は
、

図
や
表
、
そ
の
他
附
属
品
を
含
む
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
函
館
五
稜
郭
の
図
」
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
す
。
展
示
資
料
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
陸
軍
省
が
開
拓
使
に
函
館

五
稜
郭
の
引
き
渡
し
を
求
め
た
文
書
と
、
こ
れ
に
附
属
し
て
い
た
図
で
す
。
建
物
や
堀

の
寸
法
が
詳
細
に
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

◆
小
笠
原
島
写
真 

 

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
、
世
界
遺
産
リ
ス
ト
へ
の
登
録
で
注
目
さ
れ
た
小

笠
原
諸
島
を
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
撮
影
し
た
写
真
で
す
。
小
笠
原
諸
島
を
め

ぐ
っ
て
は
、
十
九
世
紀
よ
り
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
対
立
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
は
、
幕
末
に
小
笠
原
が
日
本
領
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
開
拓
に
着
手
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
た
め
、
い
っ
た
ん
撤
退
し
ま
し
た
。 

 

明
治
に
入
る
と
、
日
本
は
再
度
小
笠
原
島
の
調
査
に
乗
り
出
し
ま
す
。
明
治
八
年
に

外
務
省
・
内
務
省
・
大
蔵
省
・
陸
軍
省
が
調
査
官
を
小
笠
原
に
派
遣
し
ま
し
た
。
展
示

資
料
は
、
こ
の
調
査
に
同
行
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
、
松
崎
晋
二
（
ま
つ
ざ
き
・
し
ん
じ
）

が
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
明
治
九
年
に
内
務
省
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、

国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
二
十
五
枚
の
写
真
に
は
、
小
笠
原
島
の
風
景
や
、

住
民
が
写
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
広
島
の
都
市
計
画
と
原
爆 

 

戦
争
前
／
後
の
広
島
市
内
の
区
割
を
象
徴
的
に
示
す
、
二
枚
の
地
図
を
並
べ
て
展
示

し
ま
し
た
。 

 

「
都
市
計
画
図
」
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
市
街
地
建
築
物
法
に
基
づ
き
、

住
居
・
商
業
・
工
業
地
域
の
決
定
が
行
わ
れ
た
際
の
参
考
図
で
す
。
翌
三
年
に
は
、
街

路
の
決
定
を
み
る
な
ど
、
順
調
に
都
市
計
画
は
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 

一
方
の
「
戦
災
概
況
図
」
は
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
二
月
に
第
一
復
員
省

資
料
課
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す
。
赤
い
斜
線
で
示
さ
れ
た
部
分
が
八
月
六
日

の
原
爆
投
下
で
炎
上
し
た
場
所
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
被
害
の
大
き
さ
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
「
戦
災
概
況
図
」
は
、
引
揚
者
に
内
地
の
戦
災
状
況
を
伝
え
る

た
め
に
作
成
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
伊
勢
湾
台
風
か
ら
の
復
旧
・
復
興 

 

昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
九
月
に
日
本
列
島
を
縦
断
し
た
台
風
十
五
号
は
、
東
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一
五
三

海
地
方
を
中
心
に
戦
後
最
悪
の
犠
牲
者
を
出
し
、「
伊
勢
湾
台
風
」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。 

 
内
閣
法
制
局
で
は
、
農
林
省
が
提
出
し
た
「
昭
和
三
十
四
年
九
月
の
暴
風
雨
に
よ
り

塩
害
を
受
け
た
農
地
の
除
塩
事
業
の
助
成
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
審
査
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
写
真
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
台
風
に
よ
る
高
潮
被
害
を

受
け
、
そ
の
除
塩
の
た
め
に
事
業
経
費
の
十
分
の
九
を
国
庫
か
ら
補
助
す
る
法
案
が
成

立
し
ま
し
た
。
こ
の
伊
勢
湾
台
風
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）

に
は
災
害
対
策
基
本
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

【
第
Ⅱ
部 

公
文
書
保
存
に
ま
つ
わ
る
物
語
】 

◆
終
戦
の
詔
書 

―
御
署
名
原
本 

 

「
堪
ヘ
難
キ
ヲ
堪
ヘ 

忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ 

以
テ
万
世
ノ
為
ニ
太
平
ヲ
開
カ
ム
ト
欲
ス
」

の
文
言
で
知
ら
れ
る
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
の
玉
音
放
送
。
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
受
諾
を
表
明
し
た
こ
の
「
終
戦
の
詔
書
」
は
、
前
日
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
詔
書
案
に
は
四
ヶ
所
の
修
正
指
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
議
論
を
重
ね
た
跡
が
読

み
取
れ
ま
す
。 

 

閣
議
と
並
行
し
て
、
一
方
で
は
内
閣
理
事
官
の
佐
野
小
門
太
（
さ
の
・
こ
も
ん
た
）

に
よ
る
公
布
原
本
の
清
書
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
詔
書
案
と
同
様
、
公
布
原
本
に
も
修

正
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
書
き
直
す
に
は
時
間
の
余
裕
が
な
く
、
紙
を
削

り
、
あ
る
い
は
括
弧
で
文
字
を
書
き
足
す
と
い
う
応
急
的
な
対
応
が
と
ら
れ
ま
し
た
。 

◆
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書 

 

敗
戦
に
よ
っ
て
連
合
国
に
接
収
さ
れ
た
文
書
の
ま
と
ま
っ
た
返
還
は
、
こ
れ
ま
で
に

二
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
か
ら
本
格
的
な
返
還
交
渉
が
始

め
ら
れ
、
ま
ず
は
約
一
万
六
八
〇
〇
冊
の
軍
関
係
文
書
が
、
昭
和
三
十
三
年
に
防
衛
庁

に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。 

 

昭
和
四
十
九
年
に
国
立
公
文
書
館
に
搬
入
さ
れ
た
返
還
文
書
は
、
ケ
ー
ス
に
赤
い
付

箋
が
貼
ら
れ
た
旧
陸
海
軍
関
係
（
＝
返
赤
）
と
、
青
い
付
箋
が
貼
ら
れ
た
内
務
省
等
関

係
（
＝
返
青
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
今
回
は
、「
返
赤
」
よ
り
大
砲
に
関
す
る
調
査
研
究

資
料
を
、
「
返
青
」
よ
り
特
高
関
係
資
料
と
「
公
文
雑
纂
」
（
昭
和
十
九
年
、
内
務
省
か

ら
内
閣
へ
提
出
さ
れ
た
法
令
・
規
則
以
外
の
文
書
）
を
展
示
し
ま
し
た
。
「
公
文
雑
纂
」

の
表
紙
に
は
、
英
語
に
よ
る
書
き
込
み
が
見
ら
れ
、
接
収
の
事
実
を
表
し
て
い
ま
す
。 

◆
文
部
省
の
文
書
管
理 

 

文
部
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
文
書
か
ら
は
、
体
系
的
な
文
書
管
理
の
構
造
が
読
み
取
れ

ま
す
。「
門
」
の
下
に
「
部
」
を
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
「
類
」
を
置
く
ツ
リ
ー
構
造
を
採

用
し
、「
部
」
を
「
い
ろ
は
」
で
分
類
す
る
方
法
は
、
少
な
く
と
も
明
治
後
期
に
確
立
し

て
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
の
「
文
部
省
記
録
文
書
分
類
表
」
と
、
実
際

の
文
書
の
背
表
紙
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
両
者
の
対
応
が
読
み
取
れ
ま
す
。
例
え

ば
、「
へ
き
地
教
育
振
興
法
」
に
関
連
す
る
文
書
を
編
纂
す
る
と
き
。「
Ｂ
．
学
校
教
育
」

の
「
０
．
法
令
」
に
あ
た
る
部
分
を
見
る
と
、
碁
盤
状
の
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
表
で
、
縦
軸
「
４
．
学
校
教
育
の
振
興
」
と
横
軸
「
６
．
」
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
に
「
へ

き
地
教
育
振
興
法
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
数
字
を
組

み
合
わ
せ
た
、「
Ｂ
／
０
／
４
／
６
」
が
、
そ
の
ま
ま
薄
冊
の
背
表
紙
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

◆
司
法
文
書
の
移
管 

―
民
事
判
決
原
本
（
国
立
大
学
よ
り
） 

 

平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
最
高
裁
判
所
の
「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
」
が
改
正
さ

れ
、
平
成
六
年
一
月
一
日
以
降
、
判
決
確
定
か
ら
五
十
年
を
経
過
し
た
民
事
判
決
原
本

が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
危
惧
し
た
国
立
大
学
法
学
部
教
授
ら
に

よ
っ
て
「
判
決
原
本
の
会
」
が
結
成
さ
れ
、
日
本
学
術
会
議
や
日
本
弁
護
士
連
合
会
か

ら
の
要
望
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
と
の
協
議
を
進
め
た
結
果
、
高
等
裁
判
所

所
在
地
を
中
心
と
し
た
全
国
十
の
国
立
大
学
へ
の
一
時
保
管
が
決
ま
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
の
国
立
公
文
書
館
法
制
定
を
経
て
、
総
理
府
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五
四

官
房
審
議
官
と
文
部
省
高
等
教
育
局
長
と
の
合
意
に
基
づ
き
、
民
事
判
決
原
本
は
平
成

十
二
年
度
以
降
、
段
階
的
に
各
国
立
大
学
か
ら
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
二
年
度
の
移
管
計
画
を
も
っ
て
、
昭
和
十
八
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
、
三
万

六
六
二
四
冊
の
民
事
判
決
原
本
の
受
入
れ
が
完
了
し
て
い
ま
す
。 

 

【
第
Ⅲ
部 

公
文
書
の
な
か
の
個
人
・
企
業
・
地
域
】 

◆
個
人
か
ら
の
建
白 

―
明
治
七
年
の
建
白
書 

 

自
由
民
権
運
動
の
先
駆
け
と
な
っ
た
こ
と
で
有
名
な
、
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
は
、

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
、
江
藤
新
平
や
板
垣
退
助
ら
に
よ
っ
て
左
院
に
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
「
天
下
ノ
公
議
ヲ
張
ル
ハ
民
撰
議
院
ヲ
立
ル
ニ
在
ル
而
已
（
の
み
）
」
と
し
て
、
議

会
の
必
要
性
を
説
く
と
と
も
に
、
有
司
専
制
（
藩
閥
政
治
）
を
批
判
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
よ
く
知
ら
れ
る
建
白
書
が
あ
る
一
方
で
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
無
名
の
建

白
書
も
多
数
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
提
出
者
に
「
返
却
」
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
初
期
の
建

白
書
は
、
ま
ず
立
法
諮
問
機
関
の
左
院
で
受
け
付
け
ら
れ
、
上
申
（
陳
）
の
必
要
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
の
み
が
正
院
に
送
ら
れ
ま
し
た
。「
返
却
」
と
い
う
扱
い
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
王
政
復
古
の
大
号
令
に
よ
っ
て
、
世
論
採
択
の
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ

た
建
白
書
と
い
う
新
た
な
手
段
を
通
じ
て
、
庶
民
の
声
が
政
府
に
届
け
ら
れ
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。 

◆
企
業
か
ら
の
申
請 

―
大
正
期
の
東
京
大
阪
間
高
速
電
気
鉄
道 

 

当
館
が
所
蔵
す
る
鉄
道
関
係
文
書
に
は
、
地
方
鉄
道
法
（
大
正
八
法
律
五
二
）
に
基

づ
く
免
許
の
申
請
に
関
す
る
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
民
間
鉄
道
は
あ

く
ま
で
鉄
道
国
有
法
の
例
外
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
り
、
既
設
路
線
と
重
複
し
な
い
と

い
っ
た
様
々
な
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、「
却
下
」
さ
れ
た
申

請
書
も
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。 

 

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
、
数
回
の
申
請
が
「
却
下
」

さ
れ
た
日
本
電
気
鉄
道
は
、
こ
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
す
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）

の
「
第
五
願
書
」
か
ら
は
、
建
設
費
二
億
円
を
か
け
、
東
京
府
荏
原
郡
品
川
町
〜
大
阪

府
東
成
郡
野
田
村
を
六
時
間
で
結
ぶ
と
い
う
壮
大
な
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
さ
ら
に
将
来
的
に
は
青
森
〜
下
関
間
の
運
行
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
日
本
電
気
鉄
道
の
度
重
な
る
申
請
は
、
国
有
鉄
道
法
の
精
神
に
反
し
、
ま

た
事
業
が
見
込
め
な
い
と
い
う
理
由
で
却
下
さ
れ
ま
し
た
が
、
戦
中
の
「
弾
丸
列
車
」

構
想
や
、
戦
後
の
新
幹
線
建
設
に
つ
な
が
る
発
想
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
地
域
か
ら
の
陳
情 

―
昭
和
戦
前
期
の
東
北
振
興 

 

昭
和
初
期
の
東
北
地
方
は
冷
害
に
よ
る
凶
作
が
続
き
、
特
に
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）

の
大
飢
饉
は
、
東
北
に
暮
ら
す
人
々
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
東
北
振
興
調
査
会
」
の
答
申
に
基
づ
き
、
各
省

と
の
総
合
連
絡
事
務
を
行
う
「
東
北
振
興
事
務
局
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

 

事
務
局
に
対
し
、
東
北
各
地
か
ら
産
業
振
興
の
た
め
の
様
々
な
陳
情
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
宮
城
県
牡
鹿
郡
の
女
川
町
長
は
、
女
川
港
の
修
築
を
請
願
し
ま
し
た
。
日
本

有
数
の
漁
港
で
あ
り
、
大
型
船
の
着
港
に
も
適
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
訴
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
福
島
県
南
会
津
郡
伊
北
村
長
ら
は
、
雪
害
の
実
情
を
よ
り
詳
し
く
伝
え
る
た
め
、

陳
情
書
と
と
も
に
「
積
雪
実
況
写
真
」
を
提
出
し
て
い
ま
す
。 

 

【
第
Ⅳ
部 

特
徴
的
な
形
態
の
公
文
書
】 

◆
瓶
入
り
の
砂 

―
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
関
係
資
料 

 

古
河
市
兵
衛
に
よ
る
足
尾
銅
山
採
掘
に
伴
い
、
鉱
毒
が
渡
良
瀬
川
に
流
出
し
た
足
尾

銅
山
鉱
毒
事
件
は
、
日
本
に
お
け
る
公
害
事
件
第
一
号
と
し
て
、
問
題
解
決
に
尽
力
し

た
田
中
正
造
の
足
跡
と
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
館
に
は
、
明
治
三
十
年
（
一

八
九
七
）
に
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
「
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
調
査
委
員
会
」
お
よ
び
三
十

五
年
の
「
鉱
毒
調
査
委
員
会
」
に
関
す
る
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。 



 

 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
秋
の
展
示
会
報
告 

一
五
五

 
展
示
資
料
の
瓶
入
り
の
砂
は
、
農
商
務
省
が
委
員
会
に
提
出
し
た
報
告
書
の
附
属
品

で
す
。
農
事
試
験
場
の
技
師
で
あ
り
、
ま
た
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
坂
野
初
治

郎
は
、
渡
良
瀬
川
の
土
砂
に
含
ま
れ
る
銅
の
割
合
を
測
定
し
、
そ
の
参
考
資
料
と
し
て

瓶
入
り
の
砂
を
添
付
し
て
い
ま
す
。
調
査
を
行
っ
た
坂
野
は
、
こ
の
調
査
の
前
後
に
も

た
び
た
び
被
害
地
へ
足
を
運
び
、
鉱
毒
調
査
に
生
涯
を
捧
げ
ま
し
た
。 

◆
修
善
寺
温
泉
み
や
げ 
―
内
務
省
警
保
局
長
決
裁
書
類 

 

警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
に
は
、
明
治
年
間
か
ら
内
務
省

が
廃
止
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
ま
で
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
平

成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
国
会
（
参
議
院
）
で
の
質
疑
が
契
機
と
な
っ
て
、
保
管
さ
れ

て
い
た
警
察
庁
（
警
察
大
学
校
）
か
ら
当
館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。 

 

展
示
資
料
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
お
け
る
静
岡
県
か
ら
警
保
局
に
対
す
る

伺
い
で
、
修
善
寺
温
泉
の
土
産
物
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
タ
オ
ル
が
添
付
さ
れ
て
い

ま
す
。
タ
オ
ル
の
図
柄
が
、
治
安
警
察
法
の
適
用
を
受
け
る
か
と
い
う
照
会
に
対
し
、

取
締
り
が
必
要
と
の
回
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
治
安
警
察
法
第
十
六
条
に
は
、
公
共
の

場
で
「
安
寧
秩
序
ヲ
紊
シ
若
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
警
察
官
ニ

於
テ
禁
止
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

◆
音
声
資
料
と
媒
体
変
換 

―
憲
法
調
査
会
関
係
資
料 

 

憲
法
調
査
会
は
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
六
月
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た
「
憲

法
調
査
会
法
」
に
基
づ
き
、「
日
本
国
憲
法
に
検
討
を
加
え
、
関
係
諸
問
題
を
調
査
審
議

し
、
そ
の
結
果
を
内
閣
及
び
内
閣
を
通
じ
て
国
会
に
報
告
す
る
」
た
め
に
設
置
さ
れ
ま

し
た
。「
日
本
の
将
来
の
た
め
に
い
か
な
る
憲
法
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
」
な
ど
の
基
本

問
題
に
続
き
、
憲
法
前
文
と
各
章
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
ま
し
た
。 

 

会
議
内
容
は
、
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
テ
ー
プ
に
記
録
さ
れ
、
音
声
資
料
と
し
て
移
管
さ

れ
ま
し
た
。
国
立
公
文
書
館
で
は
、
こ
れ
を
Ｃ
Ｄ
に
媒
体
変
換
し
、
適
切
な
保
存
と
利

用
に
努
め
て
い
ま
す
。 

◆
生
地
見
本 

―
大
正
大
礼
記
録 

 

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
お
け
る
、
大
正
天
皇
の
即
位
の
礼
に
あ
た
っ
て
編
纂
さ

れ
た
記
録
に
は
、
一
般
頒
布
用
の
出
版
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
大
礼
記
録
』
の
ほ
か
、

詳
細
版
の
『
大
礼
記
録
』
が
あ
り
ま
す
。 

 

後
者
は
、
当
初
公
開
を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
宮
内
省
図
書
寮
と
内
閣
文
庫
所
蔵
分
の

み
作
製
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
大
礼
を
後
代
に
伝
え
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
た
め
、
そ
の

一
切
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
文
字
資
料
だ
け
で
な
く
、
儀
式
に
使
用
し

た
装
束
な
ど
の
生
地
見
本
で
あ
る
「
御
裂
地
」（
お
き
れ
じ
）
等
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

  

右
の
ほ
か
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。 

 

「
北
海
道
産
樹
木
見
本
」「
各
所
灯
台
設
置
箇
所
絵
図
」「
室
戸
台
風
と
小
学
校
」「
阪

神
・
淡
路
大
震
災
の
記
録
」
「
参
考 : 

昭
和
の
三
大
台
風
上
陸
時
の
天
気
図
」（
以
上
、

【
第
Ⅰ
部
】）
、「
体
系
的
に
残
さ
れ
た
公
文
書 

―
公
文
類
聚
と
内
閣
公
文
」「
未
整
理
の

ま
ま
残
っ
た
公
文
書 

―
諸
雑
公
文
書
」「
大
蔵
省
の
資
料
保
存
と
財
政
史
編
纂
」「
会
計

検
査
院
の
文
書
管
理
」「
軍
需
省
の
文
書
管
理
」「
通
商
産
業
省
の
文
書
管
理
」「
農
林
省
・

農
林
水
産
省
の
文
書
管
理
」「
解
散
し
た
組
織
の
文
書 

―
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
」「
解

散
し
た
組
織
の
文
書 

―
日
本
国
有
鉄
道
再
建
監
理
委
員
会
」「
複
数
の
省
庁
を
渡
り
歩

い
た
公
文
書 

―
国
立
公
園
関
係
」
「
防
衛
庁
の
庁
史
編
纂
」「
司
法
文
書
の
移
管 

―
裁

判
文
書
（
司
法
府
よ
り
）
」（
以
上
、【
第
Ⅱ
部
】）
、「
地
域
か
ら
の
陳
情 

―
伊
勢
神
宮
鉱

区
禁
止
地
域
指
定
」「
地
域
か
ら
の
申
請 

―
普
代
水
門
建
設
の
た
め
の
土
地
収
用
認
定
」

「
叙
勲
の
記
録 

―
文
化
勲
章
の
授
与
」
「
公
務
員
の
日
常
業
務 

―
職
務
記
述
書
」（
以

上
、
【
第
Ⅲ
部
】）
、
「
銅
版
と
出
版
物 

―
岩
倉
使
節
団
の
記
録
」
「
掛
図 

―S
chool and 

fam
ily charts

と
博
物
図
」「
裁
判
記
録
と
公
印 

―
極
東
国
際
軍
事
裁
判
関
係
資
料
」「
公

文
式
と
保
存
箱
」「
紙
芝
居
と
ポ
ス
タ
ー 

―
農
地
改
革
広
報
資
料
」「
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
保
存
箱
」（
以
上
、【
第
Ⅳ
部
】
） 
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